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高知県県立高校通学支援奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する
規則議案説明
１　改正の目的及び理由
　　県立高校通学支援奨学金の返還の納期限について、月末日が金融機関の休業日に当たるときは、当該月末日後における当該金融機関の直近の営業日となることを追加するものである。
２　施行期日
公布の日

